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 2026 年 6 月 25 日 

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 

代表取締役社長 秋田 智一 

問合せ先： 管理部 03(3230)1280 

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、企業価値を継続的に向上させるためには、法令の遵守に基づく企業倫理の確立や、迅速な経営判

断と経営チェック機能の充実が重要であると認識しております。このため、公正かつ正確な情報開示に努

め、経営の透明性を高め、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を一層

強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

伊藤忠商事株式会社 7,940,000 24.73 

THE FUND 投資事業有限責任組合 4,775,000 14.87 

ES&G パートナーズ投資事業有限責任組合 2,900,000 9.03 

関西電力株式会社 2,600,000 8.10 

株式会社シグマクシス・インベストメント 1,750,000 5.45 

芙蓉総合リース株式会社 1,500,000 4.67 

JA 三井リース株式会社 1,355,000 4.22 

東急不動産株式会社 1,075,000 3.35 

片山 晃 750,000 2.34 

山口 貴弘 750,000 2.34 
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支配株主（親会社を除く）名 － 

 

親会社名 － 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

1.上記の記載は、2025 年 6 月 30 日現在のものであります。 

2.当社は、2025 年 1 月 10 日付けにて 1 株を 5,000 株とする株式分割を行っております。 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 

決算期 6 月 

業種 電気・ガス業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

－ 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません。 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 10 名以内 

定款上の取締役の任期 2 年 

取締役会の議長 代表取締役社長 

取締役の人数 8 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 4 名 
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社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

3 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

有村 俊秀 学者        ○    

井上 北斗 他の会社の出身者            

岩﨑 真人 他の会社の出身者            

村上 洋一 他の会社の出身者     ○  ○     

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する 

補足説明 

選任の理由 

有村 俊秀 ○ 有村俊秀氏は当社が主催す

るセミナーの講師を務めて

おり、同氏に対して講師料

の報酬を支払っております

が、当該報酬は当社の社外

役員報酬総額に占める割合

で 1％未満と少額でありま

す。また本取引は単発の講

演 1 回に限られており、継

続的な取引関係に基づくも

のではありません。 

有村俊秀氏は、大学教授や研究

所所長、審議会委員の経験等、業

界に関する相当程度の知見を有

しており、経営体制の強化に加

え、外部からの客観的な経営監

視が機能すると考えられるため、

社外取締役として選任するもの

です。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 
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井上 北斗 ○ － 井上北斗氏は、金融業界におけ

る長年の経験及び会社役員の経

験を有しており、これらの知見・

経験を活かし当社の経営全般に

関する有益な助言・提言を行い

うる人物であるため、社外取締

役として選任しております。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 

岩﨑 真人 ○ － 岩﨑真人氏は、武田薬品工業株

式会社での企業経営の豊富な経

験と高い見識及び他社における

社外取締役の経験、加えてグロ

ーバル化及び M&A 並びに組織

再編を主導した経験も有し、当社

の経営全般に関する有益な助

言・提言を行いうる人物であるた

め、社外取締役に適任と判断し

ております。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 

村上 洋一  村上洋一氏が業務執行者を

務めている伊藤忠商事株式

会社は主要株主であり、同

社と当社は取引関係もあり

ますが、同社との取引条件

は一般の取引先と同様であ

ります。この他に、当社と同

氏の間に人的・資本的関係

または取引関係その他の利

害関係はありません。 

村上洋一氏は、業界に関して豊

富な経験と幅広い見識を有して

おり、経営全般に対する助言を

行いうる人物であるため、社外

取締役に適任と判断したためで

あります。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 
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任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 － 2 3 － － 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 － 2 3 － － 社外取締役 

 

補足説明 

当社は、適切なコーポレート・ガバナンスの構築及び経営の透明性の確保に資することを目的に、取締役会

の常設の諮問及び勧告機関として、指名・報酬委員会を設けております。指名・報酬委員会は、社外取締役

及び取締役会の決議によって選定された者５名により構成されており、以下の事項について審議し、取締

役会に答申いたします。なお、監査役は、オブザーバーとして出席することとしております。 

・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 

・取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案なお、指名・報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会双

方の機能を担っております。 

当事業年度においては、指名・報酬委員会を 4 回開催し、上記の事項について審議を行いました。 

取締役会は、同委員会からの答申内容を十分に尊重したうえで審議を行い、取締役の個人別報酬等につ

いて最終決定を行っております。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 5 名以内 

監査役の人数 4 名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

当社は、監査役、会計監査人及び内部監査部門の連携による三様監査を実施しております。 

監査役は、取締役会等の重要な会議への出席や実地監査を通じて監査を行うとともに、会計監査人及び

内部監査部門と定期的に会合を開催し、監査体制の整備及び監査の効率的な実施に努めております。 

具体的には、監査役と会計監査人及び内部監査部門との間では、少なくとも四半期に一度、会合を開催

し、監査計画、監査の実施状況、重要な監査論点等に関する意見交換を行っております。また、重要事項が
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発生した場合には、当該会合に限らず、随時、情報共有及び協議を実施しております。 

さらに、監査役と内部監査部門との間では、月次等で定期的に会合を開催し、内部監査計画、監査結果、改

善状況等について報告及び意見交換を行っております。 

これらの取り組みにより、監査上のリスク認識の共有及び監査の有効性向上を図っております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 4 名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

4 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

石井 雅之 他の会社の出身者              

大鹿 博文 税理士              

鈴木 亮子 弁護士              

野原 健太郎 他の会社の出身者          ○    

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する 

補足説明 
選任の理由 

石井 雅之 ○ － 石井雅之氏は、長年に亘る経理、

財務、総務部門での経験があり、

財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しており、専門的な知

識・経験を活かして客観的・中立

的な立場で監査しうる人物であ

るため、社外監査役として選任し

ております。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 

大鹿 博文 ○ － 大鹿博文氏は、税理士の資格を

有しており、金融機関における長

年の経験もあることから、財務及

び会計に関する相当程度の知見

を有しており、専門的な知識・経

験を活かして客観的・中立的な

立場で監査しうる人物であるた

め、社外監査役として選任してお

ります。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 

鈴木 亮子 ○ － 鈴木亮子氏は、弁護士及び上場

企業管理部門管掌役員として豊

富な経験と高い見識を有してお

り、専門的な知識・経験を活かし

て客観的・中立的な立場で監査

しうる人物であるため、社外監査

役として選任しております。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 
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野原 健太郎 ○ 野原健太郎氏が業務執行者

を務めている会社に対し

て、当社エナジートレーディ

ング事業の代理店として手

数料を支払っております

が、取引条件は第三者の取

引と同等の条件で実施され

ており、年間取引額は当社

の社外役員報酬総額に占め

る割合において概ね 3％未

満と少額であり、当社の財

務状態及び経営判断に与え

る影響は軽微であると認識

しております。 

野原健太郎氏は、経営財務コン

サルティング会社の経営者とし

ての幅広い経験を重ねており、

財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しており、専門的な知

識・経験を活かして客観的・中立

的な立場で監査しうる人物であ

るため、社外監査役として選任し

ております。 

また、同氏は東京証券取引所の

定める一般株主と利益相反の生

じるおそれがあるとされる事項

に該当していないと判断される

ことから、独立役員に指定してお

ります。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 7 名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を満たす者の全てを独立役員に指定しております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実

施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社は、役職員等の業績向上に対する意欲や士気向上のため、ストックオプション制度を採用しておりま

す。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外取締役,執行役,従業員,その他 

該当項目に関する補足説明 

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的にストックオプション制度を導入し

ております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。 

取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、2025 年 9 月 29 日開

催の第 22 期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年額 400,000 千円以内、2006 年 4

月 24 日開催の第 2 期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年額 50,000 千円以内と決

議しております。各役員の額については、役位、各取締役の職務内容、職務量等を踏まえて決定するものと

しております。 

なお、当社は、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、社外取締役及び取締役会の決議によっ

て選任された者３名以上を構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、当該委員会において、取締役

が受ける個人別の報酬等の内容の原案の審議を行い、取締役会に答申を行い、審議状況、その他必要な

事項を代表取締役社長に報告することとしております。取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承

認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会での審議内容を踏まえ、取締役会決議によって個人別

の報酬等の決定を委任された代表取締役社長が決定しております。取締役の報酬は固定報酬としており、

役位、職責及び経済情勢等に応じて定めた報酬テーブルに基づく基本報酬と、前事業年度の経営指標の

達成度を参照した報酬を合計して算定した個別報酬額案を基に指名・報酬委員会にて審議を行っておりま

す。 2026 年 6 月期は、2025 年 9 月 8 日の指名・報酬委員会において取締役の個別報酬額の審議を

行っており、その内容を尊重して決定しております。 

監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定して

おります。 

また、上記の報酬額の他、取締役に対してストック・オプションを付与しており、当該取締役の果たす役職、

役割及び貢献度を勘案して付与数を決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役のサポートは、管理部が窓口となり実施しております。 

取締役会の議案については、取締役会規程に基づき、原則として会日の３日前までに招集通知を発出する

とともに、当該タイミングで管理部にて取りまとめた議案資料を社外取締役及び社外監査役へ事前配布し

ております。また、重要議案については、必要に応じて事前説明を行うなどを通じて、十分な検討時間の確

保と情報提供を行っております。 

監査役会の議案については、監査役会規程に基づき、会日の３日前までに招集が行われるとともに、常勤

監査役から議案及び関連資料の事前共有を行い、必要に応じて補足説明を実施する体制としております。 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 

ａ．取締役会 

当社の取締役会は、代表取締役社長秋田智一を議長に、取締役 8 名（代表取締役社長秋田智一、取締役会

長本多聰介、取締役加田木太朗、取締役川野裕介、社外取締役有村俊秀、社外取締役井上北斗、社外取締

役岩﨑真人、社外取締役村上洋一）で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定例取締役会を開

催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
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取締役会では、法令、定款で定められた事項及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定

するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。 

また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。 

なお、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま

す。 

 

ｂ．監査役会 

当社の監査役会は、常勤社外監査役石井雅之を議長に、監査役 4 名（常勤社外監査役石井雅之、社外監査

役大鹿博文、社外監査役野原健太郎、社外監査役鈴木亮子）で構成しております。監査役会は原則月 1 回

の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の

情報共有を図っております。 

また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部

監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行っております。 

 

ｃ．内部監査 

当社は、内部監査を行う独立した組織として、代表取締役社長の任命により決定した担当者 1 名が代表取

締役社長の承認を受けた監査計画に基づき、社内の全ての部署を対象として監査を実施しております。内

部監査は各部門に対して原則として年１回以上の監査を実施し、内部監査結果について代表取締役社長へ

報告を行っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるた

め、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。 

 

ｄ．会計監査人 

当社は EY 新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けておりま

す。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 

ｅ．経営会議 

当社は、取締役が経営状況を正しく掌握し、適正な経営判断が行われるよう、また取締役会の効率的な運

用を図るため取締役会が決裁すべき案件の事前審議を行うための会議体として経営会議を設置しており

ます。経営会議は、代表取締役社長秋田智一を議長に常勤取締役、執行役員、部長及び室長をもって構成

されており、原則として毎月 1 回、取締役会開催の前日までに開催しております。また、常勤監査役も経営

会議に出席し必要があると認める時は意見を述べることとしております。経営会議は、当社の経営方針、

経営戦略、事業計画等について協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活

動の効率化を図っております。 
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ｆ．指名・報酬委員会 

当社は、適切なコーポレート・ガバナンスの構築及び経営の透明性の確保に資することを目的に、取締役会

の常設の諮問及び勧告機関として、指名・報酬委員会を設けております。指名・報酬委員会は、社外取締役

及び取締役会の決議によって選定された者 5 名により構成されており、以下の事項について審議し、取締

役会に答申いたします。なお、監査役は、オブザーバーとして出席することとしております。 

・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 

・取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案 

 

ｇ．リスク管理・コンプライアンス委員会 

当社のリスク管理・コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役社長を委員長として、取締役全員により

構成されております。また、監査役はオブザーバーとして出席することとしております。当社では、「リスク

管理・コンプライアンス委員会規則」を制定し、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実、徹底を図

るため、原則として四半期に 1回及び必要に応じてリスク管理・コンプライアンス委員会を開催し、リスク管

理及びコンプライアンス上の重要な事項を協議しております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社事業内

容や内部情報に精通している社内取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役及び

社外監査役による経営監視体制に基づく企業統治体制が適切と判断しているため、本体制を採用いたし

ました。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主の検討時間を十分に確保するため、株主総会招集通知の早期発送に努めてお

ります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

現時点では導入しておりませんが、今後検討してまいります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへの

参加その他機関投

資家の議決権行使

環境向上に向けた

取組み 

現時点では導入しておりませんが、今後検討してまいります 
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招集通知(要約)の

英文での提供 

現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、今後の外国人株主の状況等を

総合的に勘案し検討してまいります。 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャー

ポリシーの作成・公

表 

当社のホームページ上の IR 専用ページにおいて公表するこ

とを予定しております。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開

催することに加え、個人投資家向け説明会や機関投資家への

訪問を実施し、株主、投資家の皆様と直接的なコミュニケーシ

ョンを充実させることを計画しております。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開

催することに加え、個人投資家向け説明会や機関投資家への

訪問を実施し、株主、投資家の皆様と直接的なコミュニケーシ

ョンを充実させることを計画しております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点では未定ですが、今後の株主構成等を確認の上、検討

してまいります。 

なし 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページ内に IR 専用ページを開設し、IR 活動、IR

資料等の当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株

主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実

施してまいります。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

当社の IR 活動は経営企画室を担当部署としております。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等によりス

テークホルダーの立

場の尊重について

規定 

当社は、IR 活動の基本方針として「株主、投資家をはじめとする全てのステークホ

ルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業として

の責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不

可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正

確かつ公平な会社情報の開示を行うことができることが重要である。」と考えてお

ります。 
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環 境 保 全 活 動 、

CSR 活動等の実施 

当社は、「持続可能な社会の実現」に向け、環境負荷の低減及び社会課題の解決に

資する取り組みを推進しております。 

具体的には、太陽光発電を中心とした分散型再生可能エネルギーの導入・運用を通

じて、CO2 排出の削減及び地域内における電力の地産地消の実現に取り組み、脱

炭素社会の構築に貢献しております。 

また、環境省主催の国際共同プロジェクトへの参画等を通じ、外部機関と連携しな

がら環境課題への対応に取り組んでおります。 

さらに、脱炭素社会の実現に向けた官民連携組織への参画を通じ、各種ステークホ

ルダーとの協働を通じて、持続可能な社会の実現に寄与しております。 

ステークホルダーに

対する情報提供に

係る方針等の策定 

当社は、ステークホルダーに対して、適正かつタイムリーな情報提供が重要である

と認識しております。当社ホームページ並びに決算説明会等を通じて積極的に情

報提供を行ってまいります。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2016 年 4 月 18 日開催の取締役会にて「内部統制

システムの基本方針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。 

その態様は以下のとおりであります。 

 

（内部統制システムの整備の状況） 

ａ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・当社は、取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び「取締役会規

程」等の社内規程に基づき、会社の重要な業務執行の決定、代表取締役社長の選定及び解職を行う

他、取締役の職務の執行を監督する。 

また、組織の構成と各組織の所掌業務及び権限を定める「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権

限規程」を策定し、各職位の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決

定、効率的な業務の執行をする。 

ｂ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・当社は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、企業倫理・法令遵守の姿勢を明確にするため、

代表取締役社長直轄のリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理等

に関わる基本方針の審議並びに管理統括をする。 

・「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款及び当社の基本方針を

遵守した行動をとるための経営理念、行動規範等を定め、代表取締役社長が繰り返しその精神を取

締役及び使用人に伝えることにより、倫理をもって行動し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とす

ることを徹底させる。 
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・内部監査担当者は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に代表取締役社長及

び監査役に報告される。 

・法令・定款上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供・相談を行う手段としてホットラインを

設置するとともに当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報制度運用規程」

を制定する。 

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・当社は、原則として、部課員から所属長へ行う報告から日々の問題点やクレーム等の対応を確認し、所

属長がリスクに繋がる事項を発見した場合、直ちに代表取締役社長又は取締役に報告を行うことで

リスクを確認し、事前防止を図る。また、「リスク・コンプライアンス管理規程」等の社内規程に基づき、

リスク管理を推進するために組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応を管理部が担当し、

また「情報セキュリティ管理規程」を取締役及び使用人全員に提示し周知徹底を図る。 

ｄ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・当社は、法令及び「取締役会規程」の定めに従い取締役会を毎月１回開催し、取締役の執行に係る取締

役会の議事録を作成し、「文書管理規程」に基づき、適切に保管・管理する。各部署の業務遂行に伴

い、職務権限表に従い決裁される案件は、稟議書によって決裁し、適切に保管・管理する。また、「情報

セキュリティ管理規程」に従い、情報の適切な保管・管理を徹底し、情報の漏えいや不適切な利用を防

止する。 

ｅ．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による管理を

行う。子会社は、業務執行については職務権限表等の規定によって、それぞれの権限を定めて職務の

効率化を図る。 

・内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施する。 

ｆ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

・現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のための監査

役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。 

ｇ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

・監査役から、監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の

指揮命令を受けないものとする。 

ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・監査役は、会社の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出

席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受ける。 

・取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生し、又は発生する虞がある時、取締役及

び使用人による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査役に報告すべきものと定めた事項が

生じた時は、監査役に遅滞なく報告する。 
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ｉ．財務報告の信頼性を確保するための体制 

・当社の財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出

のため、代表取締役社長の指示のもと、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能す

ることを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を

確保する。また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備する。 

ｊ．反社会的勢力排除に向けた体制 

・当社は、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、全

社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、事業活動を行う際は

法令や規範を遵守し、社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人、団体とは関わりをもたないことを

基本的な考え方とする。この基本的な考え方に基づき、組織としての対応を心掛けるとともに、顧問

弁護士等との連携を密にし、反社会的勢力に関する情報共有を行い、関係を遮断排除する。 

ｋ．その他監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役は、内部監査担当者と内部監査計画について協議するとともに、内部監査結果や指摘事項等に

ついて意見交換を行い、常に連携を密にする。また、代表取締役社長との定期的な意見交換を実施

し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはい

かなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察

等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。 

当企業集団及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関係は無いと認識しておりま

す。 

 

（反社会的勢力排除に向けた整備状況） 

ａ．社内規程の整備状況 

当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及び「反社会的勢力

対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関

する事項を定めております。 

 

ｂ．対応管轄部署及び不当要求防止責任者 

当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括

責任者として、管理部長を選任しております。 
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ｃ．反社会的勢力排除の対応方法 

・新規取引先・株主・役職員について 

新規取引先について、「日経リスク＆コンプライアンス」の記事検索を行っております。調査の結果、反社

会的勢力に該当又はそのおそれがある場合、管理部長に報告を行い、必要に応じて弁護士や公益財団

法人暴力団追放運動推進都民センターへの相談を行った上で反社会的勢力の該当性を判断しておりま

す。 

株主について、未上場の段階では、個人は本人のみ、未上場法人の場合には会社・役員及び株主、上場

法人の場合には会社・役員及び大株主上位 10 名を対象として調査を実施しており、また上場後におい

ては株主名簿をもとに、主な株主（概ね上位 10 名程度）について、新規取引先のチェック方法に準じて

調査を行う予定であります。 

役職員について、役員は役員候補者を株主総会の取締役選任議案として承認する場合には本人及び関

連当事者を対象として、本人については過去の勤務先を対象として、従業員は採用検討時において、原

則として本人のみを対象として、新規取引先のチェック方法に準じて調査を行っております。 

 

・既存取引先等について 

既存取引先等に対しては、原則として年に１度、任意の時期を設定し調査を行っております。 

 

・既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合 

継続中の取引等を含む一切の取引等の関係を速やかに解消する体制をとっております。また、全ての

取引先との間で締結する契約書又は覚書において、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合

には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。 

 

・外部の専門機関との連携状況 

公益財団法人暴力追放運動推進都民センターヘの加盟、外部講習会等の参加により、外部専門機関と

の連携体制を構築しております。 

 

・反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 

当社管理部において、反社会的勢力に関する情報の一元的管理及び蓄積を行うとともに、事前照会の

結果、外部専門機関又は他企業等の情報を活用して、当該情報を適宜更新するよう努めております。 

 

・研修活動の実施状況 

当社管理部は、「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づきコンプライアンス研修を実施しており、当

該コンプライアンス研修の枠組みの中で、役員及び全従業員を対象とした反社会的勢力に係る研修等

を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備強化に努めております。 
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Ⅴ．その他 

１．買収への対応方針の導入の有無 

買収への対応方針の導入の有無 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

－ 

 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

事前相談

報告報告

報告 報告

アドバイス

顧問弁護士
監査法人

決算情報 決定事実・発生事実

報告 報告

管理部

適時開示担当者(管理部経理課) 適時開示担当者(管理部総務課)

金融商品取引所等 事前相談

適時開示責任者（管理部長）

情報開示

適時開示責任者（管理部長）

上程 上程

取締役会（決定・承認）

開示の指示 開示の指示

 

以上 


